
 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市公共施設等総合管理指針 

 

個別施設計画 

 

分類：橋梁（農道、林道） 

       

 

 
 

平成 28年 3月策定分 

糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画 （建設課、農林水産課） 

令和 2年 3月策定分 

糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画 （農林水産課） 

 

 

 

平成 31年２月 策定 

令和３年３月 改訂 

令和５年３月 改訂 

令和６年３月  改訂



 

 

 

 

 

 

１ 位置付け 

  糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画は、糸魚川市公共施設等総合管理指針による個別計画である。 

  また、糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画は、国土交通省が示す自動車道の長寿命化等に資する計

画である。 

 

  第３次糸魚川市総合計画の施策方向は、以下のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他 

  糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画は、平成 28 年３月に先行策定し、平成 31 年２月に糸魚川市公

共施設等総合管理指針の個別計画として位置付けを整理した。 

なお当計画の更新頻度や考え方に異なる部分があったため、令和２年３月より市道橋梁と農

道・林道橋梁の長寿命化修繕計画を切り離して策定することとした。 
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第１ 糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画 

市道等の整備と維持管理 

  

  修繕費の平準化や、コストの縮減を図るため、「予防保全型」管理に移行した橋りょう

等の道路施設の適切な維持管理と、計画的な整備を進めます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市橋梁長寿命化修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市産業部農林水産課 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 現状と課題 

 

現在、糸魚川市は、農道橋 26橋、林道橋 44橋、合計 70橋の橋梁を管理しています。 

架設年度不明の林道橋 3橋を除く 67橋のうち、50年以上経過した高齢化橋梁は令和 20年度には

50％以上となり、橋梁の高齢化が急速に進行していくことが懸念されます。 

このような背景を踏まえて、長寿命化修繕計画の対象とする橋梁については、継続的な定期点検

を行い、適切に修繕を実施していくことが必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 橋梁長寿命化修繕計画策定の目的 

 

橋梁長寿命化修繕計画は、点検結果を踏まえて優先順位により、計画的に適切に修繕を行うこと

により維持管理コストの縮減を図り、安全な道路利用のサービスを提供することを目的として策定

します。 

 

３ 橋梁長寿命化計画の概要 

 

（１）計画対象施設 
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鉄道 高速道路 市道等

農道橋 26 0 7 1

林道橋 44 0 0 0

計 70 0 7 1

分類 橋梁数

うち跨線橋・跨道橋



 

 

（２）計画期間 

橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は、5年に 1回の定期点検サイクルを踏まえ、令和 2年度から令

和 11年度までの 10年間とします。 

なお、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新します。 

 

（３）橋梁定期点検（道路法適用道路） 

 

定期点検とは、構造物の損傷状況を把握し損傷の判定を行うために、頻度を定めて実施する点検

で、近接目視を基本としながら、目的に応じて必要な点検機械・器具を用いて実施する詳細な点検

をいいます。道路法適用道路における橋梁については、５年に１度の定期点検が義務付けられてい

ます。（道路法改正 平成 25年６月５日公布、同９月２日施行）  

糸魚川市では、道路法の適用を受ける市道橋に合わせて、道路法の適用除外である農道橋、林道

橋についても施設の長寿命化を図るため５年に１度の定期点検を実施します。 

 

４ 計画策定の考え方 

 

 計画策定における事業費算出根拠等については、下記に基づきます。 

 

（１）優先順位、年次計画に掲げる橋梁の選定は、定期点検業務結果における健全度評価等に基づ

き行います。なお、各橋梁における健全度評価の定義及び区分別橋数は以下のとおりです。 

 

健全度評価の定義 

 

 

各橋梁健全度評価区分別橋数 （R4．11月時点） 
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Ⅱ
(予防保全段階）

Ⅲ
(早期措置段階）

Ⅳ
(緊急措置段階）

構造物の機能に支障が生じていない状態。

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずるこ
とが望ましい状態。

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措
置を講ずべき状態。

I
(健全）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

農道橋 26 1 21 4 0

林道橋 44 8 26 8 2

計 70 9 47 12 2

橋梁全数

健全度

分類



 

 

(２)特定財源・国庫支出金については、現行の補助金、交付金が存続することを前提とします。農

道橋については採択条件等により補助率が異なる場合があります。 

 

 

(３)特定財源・地方債について、補助残のすべてに過疎債を充当します。なお、農道橋の実施設計

の一部においては一般財源を充当します。 

 

５ 計画の更新 

 

 ５年に１度の定期点検により、各橋梁の損傷程度や健全度を把握し、修繕内容、修繕費、修繕時

期、財源などを検討して適宜計画の更新を行います。 

 

６ 北陸自動車道跨道橋の撤去・集約について 

 

北陸自動車道跨道橋は、橋下の高速道路利用者の安全を確保するため、適切に修繕を実施してい

く必要があります。また、跨道橋の中には受益地の土地利用変化等の理由で耕作等に使用する頻度

が低下した橋があることから地元関係者等と橋の必要性や機能の集約について検討を行い、維持管

理コスト縮減及び橋下の高速道路利用者の安全確保に努めます。（架設位置は４ページから５ページ

の資料のとおり） 

 

撤去・集約を検討する北陸自動車道跨道橋 
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分類 補助率 所管省庁

農道橋 50%

林道橋 50%

農林水産省

補助金・交付金

農村整備事業

農山漁村地域整備交付金

橋梁名 分類

分原橋 農道橋

岩野西橋 排水路橋

岩野橋 農道橋

中原西橋 農道橋

中原東橋 排水路橋

小畑橋 排水路橋

屋知橋 農道橋

架設位置

糸魚川地域

能生地域


